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序章 計画策定にあたって 

１．特定健康診査・特定保健指導の導入の趣旨 

健診等の保健事業については、現在、老人保健法や医療保険各法に基づいて市町村、

企業、医療保険者によって実施されているが、各健診の役割分担が不明確である、受診者

に対するフォローアップが不十分であるとの指摘がされているところである。 

このため、これからの健診・保健指導については 

①  適切に実施することにより、将来の医療費の削減効果が期待され、医療保険者が最

も大きな恩恵を受けること 

②  医療費のデータと健診・保健指導のデータを突合することができ、より効果的な方法

等を分析できること 

③  対象者の把握を行いやすいこと 

から、保険者が実施主体になることにより、被保険者だけでなく、従来手薄だった被扶養者

に対する健診も充実し、健診受診率の向上が見込まれるほか、充分なフォローアップ<保健

指導>も期待できることから、保険者にその実施が義務づけられる。 

上記の趣旨により、白鷹町国民健康保険の保険者である白鷹町は「高齢者の医療の確

保に関する法律」に基づき、平成２０年度から糖尿病等の生活習慣病に着目した特定健康

診査及び特定保健指導を行うこととする。 

 

２．特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病 

特定健康診査・特定保健指導の対象となる生活習慣病は、メタボリックシンドローム（内臓

脂肪症候群）の該当者・予備群とする。 

 

３．メタボリックシンドローム（内臓脂肪症候群）に着目する意義 

平成１７年４月に、日本内科学会等内科系８学会が合同でメタボリックシンドロームの疾患

概念と診断基準を示した。 

これは内臓脂肪型肥満を共通の要因として、高血糖、脂質異常、高血圧を呈する病態で

あり、それぞれが重複した場合は、虚血性心疾患、脳血管疾患等の発症リスクが高く、内臓

脂肪を減少させることでそれらの発症リスクの低減が図られるという考え方を基本としてい

る。 

すなわち、内臓脂肪型肥満に起因する糖尿病、脂質異常症、高血圧症は予防可能であ

り、また、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコントロールすることにより、心筋梗塞等

の心血管疾患、脳梗塞等の脳血管疾患、人工透析を必要とする腎不全などへの進展や重

症化を予防することは可能であるという考え方である。 

内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）の概念を導入することにより、内臓脂肪の蓄積、

体重増加が血糖や中性脂肪、血圧などの上昇をもたらすとともに、さまざまな形で血管を損

傷し、動脈硬化を引き起こし、心血管疾患、脳血管疾患、人工透析の必要な腎不全などに

至る原因となることを詳細にデータで示すことができるため、健診受診者にとって、生活習

慣と健診結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けての明確な動

機づけができるようになると考える。 
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４．内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のための健診・保健指導の基本的な考え方に

ついて 

   

これまでの健診・保健指導 これからの健診・保健指導

健診に付加した保健指導 内臓脂肪型肥満に着目した生活習慣病予防のた

めの保健指導を必要とする者を抽出する健診

特 徴 プロセス（過程）重視の保健指導 結果を出す保健指導

目 的 個別疾患の早期発見・早期治療 内臓脂肪型肥満に着目した早期介入・行動変容
リスクの重複がある対象者に対し、医師、保健師、管理栄養士等が早期

に介入し、行動変容につながる保健指導を行う。

内 容 健診結果の伝達、理想的な生活習慣 自己選択と行動変容

に係る一般的な情報提供 対象者が代謝等の身体メカニズムと生活習慣との関係を理解し、生活

習慣の改善を自ら選択し、行動変容につなげる

健診結果で「要指導」と指摘され、健 健診受診者全員に対し、必要度に応じ、階層化さ

康教育等の保健指導に参加した者 れた保健指導を提供

リスクに基づく優先順位をつけ、保健指導の必要性に応じて「情報提供」

「動機づけ支援」「積極的支援」を行う

方 法 一時点の健診結果のみに基づく保健 健診結果の経年変化及び将来予測を踏まえた保健

指導 指導

画一的な保健指導 データ分析等を通じて集団としての健康課題を設定し、

目標に沿った保健指導を計画的に実施

個々人の健診結果を読み解くとともに、ライフスタイル

を考慮した保健指導

評 価 アウトプット（事業実施量）評価 アウトカム（結果）評価

実施回数や参加人数 糖尿病等の有病者・予備群の２５％減少

実施主体 市町村 医療保険者

健診・保
健 指 導
の 関 係

保 健 指
導 の 対
象 者

最新の科学
的知識と、
課題抽出の
ための分析

行動変容を
促す手法

 

 

５．計画の性格 

この計画は、国の特定健康診査等基本指針（法第１８条）に基づき、白鷹町国民健康保

険が策定する計画であり、山形県医療費適正化計画と十分な整合性を図るものとする。 

 

６．計画の期間 

この計画は５年を１期とする。第１期は平成２０年度から平成２４年度までとし、５年ごとに

見直しを行う。 

 

７．計画の目標値 

この計画の実行により、平成２７年度までに国の政策目標に合わせ、メタボリックシンドロ

ーム（内臓脂肪症候群）の該当者・予備群を２５％減少することを目標とする。 
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第１章  健診の現状 

１．白鷹町の主要疾病の状況 （平成１９年５月診療分） 

（１）件 数 

受診総件数は６，０００件となっている。主要疾病別にみると、高血圧性疾患の占め

る割合が最も高く２１．１％、ついで歯の疾患、脳血管疾患、糖尿病などの順となって

いる。県計と比較すると、糖尿病、認知症、高血圧性疾患、心疾患、脳血管疾患、歯

の疾患などの占める割合が高くなっている。 

（単位：％） 

  
悪  性 

新生物 
糖尿病 認知症

高血圧

性疾患
心疾患

脳血管

疾  患

歯  の

疾  患

骨粗し

ょう症 
その他

白 鷹町 
6,000 件 

3.1 4.6 0.8 21.1 4.2 5.1 12.5 0.9 47.7 

県  計 3.2 4.0 0.7 18.0 3.6 3.1 11.7 0.9 54.8 

 

（２）診療費 

総診療費は１億６，６００万円となっている。主要疾病別にみると、高血圧性疾患の

占める割合が１０．２％と最も高く、ついで脳血管疾患、悪性新生物、歯の疾患、など

の順となっている。県全体と比較すると、糖尿病、認知症、脳血管疾患、歯の疾患な

どの占める割合が高くなっている。 

（単位：％） 

  
悪  性 

新生物 
糖尿病 認知症

高血圧

性疾患
心疾患

脳血管

疾  患

歯  の

疾  患

骨粗し

ょう症 
その他

白 鷹町 
166 百万 

8.4 4.7 2.2 10.2 4.5 9.1 6.3 0.2 54.4 

県  計 9.6 4.1 1.9 10.2 5.3 7.2 6.3 0.6 54.9 

 

（３）受診状況  

被保険者の高齢化の影響を取り除いた件数の年齢調整比をみると、糖尿病、高血

圧性疾患、心疾患、脳血管疾患で山形県（=１００）を上回っている。 

  
悪  性 

新生物 
糖尿病 

高血圧

性疾患
心疾患

脳血管 

疾  患 

白 鷹 町 89.4 107.5 106.1 104.3 151.4 

村山地区 99.5 98.7 103.2 95.1 109.9 

最上地区 88.5 92.5 99.2 107.7 87.4 

置賜地区 88.3 102.3 110.9 104.5 97.7 

庄内地区 110.2 102.3 88.2 98.8 85.6 

   （基準値：山形県=100.0）

資料 ― 山形県国民健康保険団体連合会 
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２．平成１８年度基本健診受診状況 

４０歳から７４歳までの国民健康保険被保険者（年度末 ３，３０８人）の基本健診受診状況

は、各地区を巡回して実施する基本健診には９９９人、直診施設である白鷹町立病院での

人間ドック受診者が７２８人、合計１，７２７人で、受診率は５２．２％となっている。 

     

平成１８年度 基本健診受診状況 （単位：人、％）

男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

105 67 131 97 185 164 297 238 310 279 357 323 381 374 1,766 1,542 3,308

14 14 23 21 26 26 52 72 71 94 92 116 179 199 457 542 999

19 8 52 18 52 38 96 61 99 75 111 99 0 0 429 299 728

33 22 75 39 78 64 148 133 170 169 203 215 179 199 886 841 1,727

31.4 32.8 57.3 40.2 42.2 39.0 49.8 55.9 54.8 60.6 56.9 66.6 47.0 53.2 50.2 54.5 52.2

30.2

22.0

国保加入者     (A)

受
診
者

    受診率  (B)/(A)*100

予防協会（各地区）

人間ドック  （病院）

          計       (B)

70～7440～44
合計

予防協会

人間ドック

45～49 50～54 計55～59 60～64 65～69

 

   

３．健診有所見状況 

基本健診受診者１，７２７人をＢＭＩが２５以上と未満に分け、ＢＭＩ２５以上については①プ

ラス・リスク１ ②プラス・リスク２ ③プラス・リスク３に、さらにそれぞれ加療の有無に分類し、

また、①については加療なしをさらに喫煙歴の有無に分類した。その結果、加療なしの有

所見者が２９６人で、その内訳は、動機づけ支援が必要な者１５５人、積極的支援が必要な

者１４１人となった。 

これにより、受診者全体のうち、動機づけ支援が必要な者は９．０％、積極的支援が必要

な者は８．２％となる。 

    

平成１８年度 基本健診有所見状況 （単位：人）

喫煙歴
の有無 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性 男性 女性

無 1 2 1 2 4 5 4 5 3 4 13 18 31

有 1 1 1 3 0 3

1 3 2 6 3 9 12

無 1 1 4 3 5 4 4 7 14 2 15 30 45

有 2 1 2 4 1 5

1 1 1 1 2

無 1 1 1 1 2 2 2 1 7 4 11

有 1 1 1 1 4 7 1 8

0 0 0

1 2 4 4 8 6 4 13 8 18 9 4 32 49 81

1 1 4 3 4 7 3 4 10 21 22 36 58

1 1 1 3 1 5 2 1 2 2 2 4 2 17 10 27

1 1 1 1 1 1 1 3 1 5 6 11

3 1 1 2 5 5 3 4 3 15 12 27

1 1 0 2 2

4 1 5 6 9 2 12 7 7 1 4 47 11 58

3 4 6 7 6 8 13 22 28 41 69

8 2 17 7 14 11 32 24 35 36 34 44 20 12 160 136 296

0 1 1 3 0 0 7 8 12 16 11 16 28 51 59 95 154

8 3 18 10 14 11 39 32 47 52 45 60 48 63 219 231 450

1 0 2 1 2 6 4 8 10 11 34 44 20 12 73 82 155

7 2 15 6 12 5 28 16 25 25 87 54 141

40～44 45～49 50～54 55～59
合計

Ｂ
Ｍ
Ｉ

＋
リ
ス
ク
１

血圧

血糖

加療あり

脂質

60～64 65～69 70～74 計

加療あり

Ｂ
Ｍ
Ｉ

＋
リ
ス
ク
２

血圧・血糖
加療なし

加療あり

血圧・脂質
加療なし

加療あり

血糖・脂質
加療なし

加療あり

Ｂ
Ｍ
Ｉ

＋

リ
ス
ク
3

血圧・血
糖・脂質

加療なし

加療あり

計
加療なし

加療あり

合         計

動機づけ支援

積 極 的 支 援

加療なし

加療あり

加療なし

加療なし
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第２章  特定健康診査・特定保健指導の実施 

１．特定健康診査・特定保健指導実施の基本的考え方 

これまでの健診・保健指導は、個別疾病の早期発見、早期治療が目的となっており、その

ため、健診後の保健指導は「要精検」や「要治療」となった者に対する受診勧奨や、高血圧

症、脂質異常症、糖尿病などの疾患を中心とした保健指導を行ってきた。 

特定健康診査・特定保健指導は、内臓脂肪型肥満に着目し、その要因となっている生活

習慣を改善するための保健指導を行い、糖尿病等の有病者・予備群を減少させることが目

的である。生活習慣病は自覚症状がないまま進行するため、健診は個人が生活習慣を振り

返る機会と位置付け、行動変容につながる保健指導を実施する。 

 

２．目標値の設定 

特定健康診査・特定保健指導の実施及び成果に係る目標値を設定し、その達成に向け

た取り組みを強化する。特定健康診査等基本指針に掲げる参酌標準をもとに、特定健康診

査の実施率、特定保健指導の実施率及びメタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少

率について、白鷹町国民健康保険における目標値を下記のとおり設定する。 

達成しようとする目標                                             （単位：％） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

特定健康診査の 

実施率 

 

５０ 

 

５５ 

 

６０ 

 

６３ 

 

６５ 

特定保健指導の 

実施率 

 

３０ 

 

３５ 

 

４０ 

 

４３ 

 

４５ 

メタボリックシンド 
ロームの該当者・ 
予備群の減少率 

 

 

 

 

 

 

 

 

（Ｈ２０比） 

１０ 

 

３．特定健康診査・特定保健指導の対象者 

特定健康診査の対象者は、健診年齢が４０歳から７４歳までの白鷹町国民健康保険の加

入者とする。平成１９年４月１日現在の当該被保険者数を基に減少率等を勘案して推計し、

特定保健指導対象者は、特定健康診査の実施率及び有所見状況により推計した。  

                                                     （単位：人） 

 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度 平成２４年度

特定健康診査の 

対象者数（見込） 

 

３，０３８ 

 

２，９５５ 

 

２，８１８ 

 

２，７１３ 

 

２，５９４ 

特定保健指導の 

対象者数（見込）※ 

１３７ 

１２５ 

１４６ 

１３３ 

１５２ 

１３９ 

１５４ 

１４０ 

１５２ 

１３８ 

上段：動機づけ支援対象者数、下段：積極的支援対象者数 



 

 - 6 -

４．特定健康診査の実施方法 

（１）実施場所 

＜集団健診＞ 

保険者事務の効率化を図るとともに、被保険者が受診しやすいよう従来の集団検

診と同様、がん検診等と合わせて各地区公民館等で実施する。 

○実施場所：蚕桑地区公民館、ハーモニープラザ、健康福祉センター、山峡体育

館、鷹山小学校、中山小学校、東陽ホール、浅立公民館 

＜個別健診＞ 

特定健康診査実施医療機関として委託した、町内医療機関で実施する。 

＜個別健診（人間ドック同時実施）＞ 

今まで被保険者の受診を支援してきた白鷹町立病院における人間ドックについて、

相応の受診者が見込まれることから、人間ドック実施の際にも国保被保険者に対して

特定健康診査を行う。 

 

（２）実施時期あるいは期間 

集団健診及び個別健診は、４月下旬から翌年１月下旬までとする。ただし、人間ド

ック同時実施の場合は、４月下旬から翌年３月下旬までとする。 

 

（３）実施項目 

①基本的な健診の項目 

○質問項目（服薬歴、既往歴、生活習慣に関する項目、自覚症状等） ○身体計

測（身長、体重、ＢＭＩ、腹囲） ○血圧測定 ○理学的検査（身体診察） ○血液化学

検査（中性脂肪、ＨＤＬコレステロール、ＬＤＬコレステロール） ○肝機能検査（ＧＯＴ、

ＧＴＰ、γ-ＧＴＰ） ○ＨｂＡ１ｃ検査 ○尿・腎機能検査（尿糖、尿蛋白） 

②詳細な健診の項目（医師の判断に基づき選択的に実施する項目） 

○血色素量 ○赤血球数 ○心電図検査 ○眼底検査 

③追加健診の実施 

医師の判断に基づき選択的に実施する項目については、貧血は既往歴のある者、

視診で貧血が疑われる者、心電図・眼底は前年度の特定健康診査結果において、

血糖・脂質・血圧・肥満の項目すべてにおいて基準を超えた者が対象となるが、従来

の住民基本健診の内容を踏まえ、当分の間、対象とならない者についても追加健診

として詳細な健診の項目を実施する。 

追加健診として実施する項目 

○血色素量 ○赤血球数 ○心電図検査 ○眼底検査 

 

（４）委託先等について 

平成２０年厚生労働省告示第１１号で示されている特定健康診査の外部委託に関

する基準を満たす健診機関・医療機関に委託する。 

○集団健診：財団法人山形県結核成人病予防協会 

○個別健診（人間ドック）：白鷹町立病院 

個別健診を行う具体的な医療機関名については、実施年度ごとに調整を行ったう
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え、委託をすることから、年度ごとにお知らせする。 

また、特定健康診査・特定保健指導のデータ管理は山形県国民健康保険団体連

合会に委託する。 

 

（５）自己負担額 

特定健康診査における自己負担額は、次のとおりとする。 

○４０歳から６４歳…２，３００円 

               （基本的な項目 1,300 円＋詳細又は追加項目 1,000 円） 

○６５歳から７４歳…１，５００円 

               （基本的な項目 1,000 円＋詳細又は追加項目 500 円） 

なお、特定健康診査委託単価の大幅な変動がある場合、次項の検診世帯調査票

の送付前に自己負担額の見直しを行うものとする。 

 

（６）周知や案内等の方法 

特定健康診査の受診率向上につながるよう、町と連携を図り、積極的な広報活動

に努める。具体的には次のとおり。 

①町報及び国保だよりに掲載 ②元気ニコニコ検診カレンダーの発行 ③節目の

方に案内を郵送 ④被保険者証の更新時にパンフ等を同封 

４月下旬から健診が実施できるよう、１月頃に検診世帯調査票を送付し、３月上旬

まで受診希望者を取りまとめ、後日受診券を送付する。 

健診に当たっては、受診券と白鷹町国民健康保険の被保険者証を健診受付に提

出してもらい、記載事項等を確認するものとする。 

 

（７）事業主健診等他の健診等受診者の健診データをデータ保有者から受領する方法 

労働安全衛生法に基づく事業主健康審査等を受診した方の結果については、本

人の同意の上、事業主に対してその方の健康審査データを磁気媒体により受領す

る。 

 

（８）健診結果の通知と保存期間について 

受診者の健診結果については健診機関より個別に郵送する。階層化の結果につ

いては、後日、健康に関する※情報提供資料とともに町から郵送する。その際、特定

保健指導対象者については、特定保健指導利用券も同封する。 

特定健康診査・特定保健指導の記録の保存期間は、記録の作成の日から最低５

年間又は加入者が他の保険者の加入者となった日の属する年度の翌年度の末日ま

でとする。 

※情報提供の資料 

  ・対象者 ： 特定健康診査受診者全員   

  ・支援期間・頻度 ： 年１回 

  ・内容 ： 健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的な知識など、生活習

慣を見直すきっかけとなる情報を提供する。 
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５．特定保健指導の実施方法 

特定健康診査の結果により健康の保持に努める必要がある者に対し、毎年度計画的に

動機づけ支援、積極的支援を実施する。 

（１）対象者の抽出（階層化） 

特定保健指導の対象者は、特定健康診査の結果、腹囲が８５ｃｍ（男性）・９０ｃｍ

（女性）の者、または腹囲が８５ｃｍ未満（男性）・９０ｃｍ未満（女性）の者でＢＭＩが２５

以上の者のうち、血糖（空腹時血糖が１００ｍｇ/ｄｌ以上、HbA1c が５．２％以上）・脂質

（中性脂肪 １５０ｍｇ/ｄｌ以上、HDL コレステロール４０ｍｇ/ｄｌ未満）・血圧（収縮期 １３

０ｍｍHg、拡張期 ８５ｍｍHg 以上）に該当する者（糖尿病、高血圧症又は脂質異常

症の治療に係る薬剤を服用している者を除く）とする。 

対象者のうち、追加リスクの多少と喫煙歴の有無により、動機づけ支援及び積極的

支援の対象を抽出する。 

なお、前期高齢者（６５歳以上７５歳未満）については、積極的支援の対象となった

場合でも動機づけ支援とする。 

 

追加リスク 対象 
腹   囲 

①血糖  ②脂質  ③血圧 
④喫煙歴

４０～６４歳 ６５～７４歳 

２つ以上該当  

あり 
積極的支援 ≧８５ｃｍ（男性） 

≧９０ｃｍ（女性） １つ該当 
なし  

 

動機づけ支援

３つ該当  

あり 
積極的支援 

２つ該当 
なし 

 

上記以外で 

ＢＭＩ≧２５ 

１つ該当  

 

 

動機づけ支援

 

（２）特定保健指導対象者の優先順位づけ（重点化） 

前項の基準により選定した対象者が多数の場合、効果的・効率的な保健指導を行

うため、次の優先順位により対象者を絞り込み特定保健指導を実施する。 

① 年齢が比較的若い者 

② 健診結果からの保健指導レベルが情報提供から動機づけ支援、動機づけ支援

から積極的支援に移行するなど、前年度に比較して悪化傾向のみられる者 

③ 質問票の回答により、生活習慣改善の必要性が高い者 

④ 前年度、積極的支援及び動機づけ支援対象者であったが保健指導を受けてい

ない者 

 

（３）実施概要 

①実施体制 

保険者として責任ある保健指導を行う観点から、町が自ら実施する。 

また、計画期間途中における特定保健指導の実施者見込み数の動向を勘案し、

外部委託についても検討する。 
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②実施時期及び期間 

実施時期については、健診結果受領後、保健指導レベルに応じ、適切な時期に

効率的に実施する。実施方法については、「標準的な健診・保健指導プログラム（確

定版）」を基本とし、保健指導レベルに応じ、保健指導計画、個別の支援計画を作成

し取り組むものとする。 

 

（４）実施内容 

①情報提供 

前記、特定健康診査の実施方法（８）により実施。 

②動機づけ支援 

対象者 ： （１）及び（２）に基づく動機づけ支援に該当する者 

支援期間・頻度 ： 原則１回の支援 

内容 ： 生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるよ

う、医師、保健師及び管理栄養士の面接・指導をもとに行動計画を作成し、

６カ月経過後に実績の評価を行う。 

支援の方法 : 個人面接（１人につき２０分以上）又は、グループ支援（８人以下４０

分以上）を 1 回実施し、６ケ月後に電話等を利用し評価。 

③積極的支援 

対象者 ：（１）及び（２）に基づく積極的支援に該当する者 

支援期間・頻度 ： ３カ月以上継続的に支援 

内容 ： 生活習慣の改善のための自主的な取り組みを継続的に行うことができるよ

う、医師、保健師及び管理栄養士の面接・指導をもとに行動計画を作成し、

対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、定期的・継続的に面談、電話等

で支援し、６カ月後に実績の評価を行う。 

支援の方法 : 初回面接は個人面接（１人につき２０分以上）及び、グループ支援

（８人以下４０分以上）を行う。 

・２回目以降 

 ○積極的関与タイプ（支援 A） 

  栄養・運動等生活習慣の改善に必要な実践的な指導を行う。 

  中間評価（面接、検査等）を行う。 

 ○励ましタイプ（支援 B） 

  行動計画の実施状況の確認と確立された行動を維持するために賞賛や

励ましを行う（電話等を利用する）。 

・６ヵ月後の評価 

  継続的な支援の最終回と一体的に実施する。 

  身体状況や生活習慣に変化が見られたかについて確認を行うとともに、

目標達成状況、取り組みの満足度などを確認し、評価を行う。 

 

（５）中断者への対応・継続への支援 

中断者に対しては、各担当者より電話によるフォロー等を行い、復帰に向けた支援

を行う。 
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（６）特定保健指導不参加者への対応 

特定保健指導の不参加者については、電話、ダイレクトメール等により、参加への

勧誘を行う。 

 

（７）特定保健指導の自己負担額 

特定保健指導における自己負担については、積極的支援に係る行動計画により

家庭等で使用する配布物品相当額等を徴収できるものとする。 

 

６．実施における年間スケジュール 

特定健康診査及び特定保健指導の実施における年間スケジュールは次のとおりとする。 

 特定健康診査 特定保健指導 その他 

４月 ・特定健診対象者の抽出 

 ・受診券等の配布 

 ・特定健康診査開始 

 ・委託先との契約 

 

５月   ・階層化作業（第１回） 

 

 

６月  ・健診データ受取 

 

 ・保健指導対象者抽出 

 ・利用券の送付 

 

７月  ・費用決済 

  （繰り返し作業） 

 

 ・特定保健指導開始（第１回）

 

８月    

９月    

１０月    

１１月   ・次年度契約準備 

１２月   ・特定保健指導終了（第１回）

  （繰り返し作業） 

 

翌年１月  ・集団健診終了  ・健診申し込み開始 

２月   ・健診申し込み取りまとめ 

３月  ・個別健診終了  ・健診スケジュール作成

４月 ・新年度特定健診対象

者の抽出（以降前年度に同じ） 

 ・委託先との契約 

５月  ・新年度階層化作業（第１回）

（以降前年度に同じ） 

・前年度健診データ

抽出 

６月    

７月    

８月    

９月    

１０月   ・前年度実施率等、

実施実績の算出 



 

 - 11 -

第３章  個人情報保護 

特定健康診査データ及び特定保健指導データその他追加健診等データについては、全て

電子化して管理を行う。特定健康診査業務は、選定基準を満たした健診機関に委託し、健診

データの管理は山形県国民健康保険団体連合会に委託する。 

特定健康診査の実施にあたっては、個人情報の保護に関する法律（平成 15 年法律第 57

号）及び同法に基づくガイドライン（「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱

いのためのガイドライン」等）について周知徹底を図るとともに、保険者である白鷹町において

定める個人情報保護条例及び情報セキュリティーポリシーを遵守し適切な対応を行う。 

 

第４章  特定健康診査等実施計画の公表・周知 

特定健康診査計画及び趣旨については、町のホームページ及び広報誌等に掲載すること

により広報及び周知を図る。 

 

第５章  特定健康診査等実施計画の評価及び見直し 

特定健康診査・特定保健指導は、できる限り多くの対象者に確実に実施することによって、

メタボリックシンドロームのリスクのある者を減らしていくことを目的とする。 

そのため、作成した実施計画に沿って、毎年、計画的かつ着実に健診・保健指導を実施し

ていくことが重要となるが、その際、実施のみでなく実施中・実施後の成果を検証することが重

要であることから、以下の項目について分析・評価を行う。 

 ① 特定健康診査・特定保健指導の実施率 

 ② メタボリックシンドロームの該当者・予備群の減少率 

 ③ その他（事業の実施方法・内容・スケジュール等） 

実績が出た時点で、毎年総合的な評価を行い、次年度の計画を見直ししていくものとする。 

 

第６章  その他 

特定健診の実施にあたり、受診者の利便性を考慮し、介護保険法による６５歳以上の高齢者を

対象とした「生活機能評価」との同時実施に努めるものとする。
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